
 

 

子どもの貧困対策に関する計画の策定について 

１ 子どもの貧困対策に関する国の動き                            

 (1) 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の制定 

国の調査によれば、我が国の子どもの貧困率は 16.3％（2012 年）となりました。 

2010 年のＯＥＣＤ加盟国の子どもの貧困率を、低い順から並べた場合、我が国は 34 か国中

25 位と、子どもの貧困の状況は先進国の中でも厳しい状況にあります。 

また、生活保護世帯の子どもの高等学校等進学率（90.8％）は、子ども全体の進学率（98.6％）

と比較して低い水準になっています。 

このような事情等を背景に、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されること

のないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の

機会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とし、国及び地方公共

団体の責務、子どもの貧困対策を総合的に推進するために講ずべき施策の基本となる事項その

他事項を定めた「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成 25 年法律第 64 号）が、平成

25 年６月に成立し、平成 26 年１月 17 日に施行されました。 

(2) 「子供の貧困対策に関する大綱」の策定 

   「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づき、「子供の貧困対策に関する大綱」が、平成

26 年８月に閣議決定されました。 

「子供の貧困対策に関する大綱」では、子どもの貧困率や生活保護世帯に属する子どもの高等学

校等進学率やひとり親家庭の親の就業率などの指標を定めています。この指標の改善に向けた当面

の重点施策として、「教育の支援」、「生活の支援」、「保護者に対する就労の支援」及び「経済的支

援」に取り組むこととしています。 

 

２ 横浜市の子どもの貧困対策に関する計画                            

(1) 横浜市の計画策定 

本市の子どもの貧困対策を総合的に推進するため、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」

及び「子供の貧困対策に関する大綱」の趣旨を踏まえて、任意で計画を策定します。 

(2) 計画策定の基本的な考え方 

国の大綱においては、「貧困の世代間連鎖の解消と積極的な人材育成を目指す」、「第一に子

どもに視点を置いて、切れ目のない施策の実施等に配慮する」などの、基本的な方針が示され

ています。 

本市においても、現在、各局や区で行われている取組を、子どもの成長段階や国の重点施策

に沿って体系化するとともに、子どもの貧困に関する実態や課題についての共通認識のもと、

関係部署が連携し切れ目のない支援を展開していくこと及び、子どもの貧困対策として実効性

の高い施策を講じていくために、計画策定に取り組みます。 

(3) 計画期間 

   概ね５年程度を予定しています。 

平 成 ２ ７ 年 ９ 月 1 6 日

こども青少年・教育委員会

こ ど も 青 少 年 局



３ 計画策定に向けた検討状況                                  

(1) 子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会 

子どもの貧困対策に関して、学識経験者や、貧困を含む困難を抱える子どもや家庭に対する

支援に関わっている方から、様々なご意見を伺うため、子どもの貧困対策に関する計画策定連

絡会を、平成 27 年７月に設置しました。 

平成 27年度末までに４回程度の開催を予定しています。 

(2) 実態把握のための調査 

   平成 27 年６月から９月まで、本市における子どもの貧困の実態を包括的に把握するため、

市民アンケート、対象者アンケート及び支援者ヒアリングの実態把握のための調査を実施して

います。いずれの調査につきましても、現在、集計・分析を行っており、10 月下旬に結果を

まとめる予定です。 

（実態把握のための調査概要） 

 市民アンケート 対象者アンケート 支援者ヒアリング 

目的 

子どもや子どものいる家庭

の生活実態に関する基礎的デ

ータの把握 

日ごろの暮らしや子どもの

様子、支援ニーズの把握 

 貧困状態にある子どもや家

庭の生活像や支援ニーズの把

握 

対象及び

人数 

24歳未満の子ども・若者の

いる世帯（6,000世帯） 

本市の経済的な支援制度・

事業※を利用している世帯 

・保護者約 1,260人 

・中学生・高校生約 1,200人

 児童福祉施設の職員、学校

の教員、ＮＰＯ法人、区役所

職員等 

（実施済み：16施設・事業者）

調査方法 
郵送配布・郵送回収 区役所等を通じて配布し、郵

送により回収 

ヒアリング 

調査項目 

保護者の就労状況、暮らし

や子ども・子育ての様子、教

育や進学に対する意識、世帯

の所得等 

保護者の就労状況、暮らし

や子ども・子育ての様子、教

育や進学に対する意識、充実

を望む支援策等 

 支援者が行う事業等の内

容、事業等を利用している子

ども・若者や保護者の生活の

様子や意識、関係機関との連

携体制、支援上の課題等 

実施期間 27年８月７日～８月 24日 27年８月 10日～８月 28日 27年６月 18日～９月末 

※生活保護世帯・児童扶養手当受給世帯・寄り添い型学習等支援事業利用世帯・児童養護施設入所児童 

 

４ 計画策定スケジュール（予定）                                

   

平成 27年６月～９月      実態把握のための調査 

27年７月～28年２月     子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会開催（４回程度） 

27年 12月         平成 27年第４回市会定例会で計画素案について御説明 

27年 12月～28年１月     市民意見募集 

     28年２月～３月       平成 28年第１回市会定例会で計画原案について御説明 

28年３月              計画の策定（予定） 
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参考資料１ 

子どもの貧困対策の推進に関する法律 

（平成25年６月26日法律第64号） 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第７条） 

 第２章 基本的施策（第８条―第14条） 

 第３章 子どもの貧困対策会議（第15条・第16条） 

 附則 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない

よう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機

会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、

及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的

に推進することを目的とする。 

 

 （基本理念） 

第２条 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経

済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのな

い社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならない。 

２ 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分

野における総合的な取組として行われなければならない。 

 

 （国の責務） 

第３条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、子どもの

貧困対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

 （地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、

当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

 （国民の責務） 

第５条 国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

 

 （法制上の措置等） 

第６条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。 

 

 （子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況の公表） 

第７条 政府は、毎年１回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表

しなければならない。 
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   第２章 基本的施策 

 （子どもの貧困対策に関する大綱） 

第８条 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大

綱（以下「大綱」という。）を定めなければならない。 

２ 大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 (1) 子どもの貧困対策に関する基本的な方針 

 (2) 子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率等子どもの貧困に

関する指標及び当該指標の改善に向けた施策 

 (3) 教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援その他の子どもの

貧困対策に関する事項 

 (4) 子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項 

３ 内閣総理大臣は、大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、大綱を公表

しなければならない。 

５ 前２項の規定は、大綱の変更について準用する。 

６ 第２項第２号の「子どもの貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進

学率」の定義は、政令で定める。 

 

 （都道府県子どもの貧困対策計画） 

第９条 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての

計画（次項において「計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 都道府県は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

 

 （教育の支援） 

第10条 国及び地方公共団体は、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況

にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

 （生活の支援） 

第11条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関

する相談、貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状

況にある子どもの生活に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

 （保護者に対する就労の支援） 

第12条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施

及び就職のあっせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の自立を図るための就労の

支援に関し必要な施策を講ずるものとする。 

 

 （経済的支援） 

第13条 国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況

にある子どもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

 （調査研究） 
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第14条 国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子

どもの貧困に関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

   第３章 子どもの貧困対策会議 

 （設置及び所掌事務等） 

第15条 内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議（以下「会議」という。）を置

く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 大綱の案を作成すること。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、子どもの貧困対策に関する重要事項について審議し、及び

子どもの貧困対策の実施を推進すること。 

３ 文部科学大臣は、会議が前項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第８条第２項

各号に掲げる事項のうち文部科学省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会

議に提出しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、会議が第２項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第８条第２

項各号に掲げる事項のうち厚生労働省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、

会議に提出しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、会議が第２項の規定により大綱の案を作成するに当たり、関係行政機

関の長の協力を得て、第８条第２項各号に掲げる事項のうち前２項に規定するもの以外の

ものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。 

 

 （組織等） 

第16条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

３ 委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議の庶務は、内閣府において文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関の協力を

得て処理する。 

５ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

   附 則（抄） 

 （施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

 （検討） 

第２条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。 
































































